
議案第 42 号 

令和元年度貝塚市一般会計補正予算（第２号）の件 

 元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、施行日以降は、「平成   

３１年度貝塚市一般会計予算」の名称を「令和元年度貝塚市一般会計予算」とし、予算書

における年度表記については、「平成３１年度」を「令和元年度」と読み替えるものとし、

「平成３２年度」以降も同様とする。 

令和元年度貝塚市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０３，３２５千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３３，９２５，３５４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

令和元年６月 17 日提出 

 

                                                貝塚市長 藤 原 龍 男 



　歳　入 (単位   千円)

14. 国庫支出金 5,781,681 2,315 5,783,996

2. 国庫補助金 325,693 2,315 328,008

15. 府支出金 2,644,869 33,696 2,678,565

2. 府補助金 535,319 33,000 568,319

3. 委託金 157,543 696 158,239

17. 寄附金 1,300,010 3 1,300,013

1. 寄附金 1,300,010 3 1,300,013

18. 繰入金 1,930,772 62,711 1,993,483

1. 基金繰入金 1,925,982 62,711 1,988,693

20. 諸収入 513,766 39,400 553,166

5. 雑入 259,815 39,400 299,215

21. 市債 2,225,254 65,200 2,290,454

1. 市債 2,225,254 65,200 2,290,454

33,722,029 203,325 33,925,354

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

2. 総務費 5,169,986 166,933 5,336,919

1. 総務管理費 4,419,254 166,933 4,586,187

3. 民生費 15,705,177 2,318 15,707,495

1. 社会福祉費 6,115,272 3 6,115,275

2. 児童福祉費 6,481,106 2,315 6,483,421

8. 土木費 2,680,620 32,200 2,712,820

5. 都市計画費 1,633,314 32,200 1,665,514

9. 消防費 995,441 1,178 996,619

1. 消防費 995,441 1,178 996,619

10. 教育費 2,391,397 696 2,392,093

1. 教育総務費 372,571 696 373,267

33,722,029 203,325 33,925,354

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



起債の 起債の

方  法 借入先 償還期限 据置期間 その他 方  法 借入先 償還期限 据置期間 償還方法 その他

千円 年以内 年以内      千円 年以内 年以内

証書借入 年6.5％以内 政　府 左記の条件の範囲  証券発行の場合 65,200 同左 同左 同左 20 3 同左 同左 同左

又は （ただし、利率見 内において借入先  において発行価

証券発行 直し方式で借り入 その他 に融通条件がある  格が額面金額を

れる政府資金及び 場合その条件に従  下回るときは、

地方公共団体金融 うことができる。  それぞれの発行

機構資金について、 ただし、財政の都  価格差減額を埋

利率の見直しを行っ 合により償還期限  めるために必要

た後においては、 及び据置期間を短  な金額をそれぞ

当該見直し後の利 縮し又は繰上償還  れの限度額に加

率） 若しくは低利に借  算した金額を限

り換えることがで  度額とする。

きる。

起債合計 2,225,254 2,290,454

 元利均等

 又は元金

 均等若し

 くは満期

 一括償還

利  率
償還の方法

備   考
償還方法

せ ん ご く の 杜
整 備 事 業

 年賦又は

 半年賦・

第２表  地 方 債 補 正

起債の目的

補　　正　　前 補　　正　　後

限度額 利  率
償還の方法

備　　考 限度額
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